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玉
村
都
市
計
画
区
域
区
分
（
線

引
き
）
の
変
更
、
玉
村
都
市
計
画

工
業
団
地
造
成
事
業
の
決
定
、
玉

村
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
、

玉
村
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
、

玉
村
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
つ

い
て
、
都
市
計
画
の
原
案
（
高
崎

玉
村
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
北
地
区
、
上

茂
木
・
南
玉
地
区
、
上
福
島
地
区
、

都
市
計
画
道
路
滝
川
通
り
線
）
の

閲
覧
と
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

原
案
の
閲
覧

【
県
原
案
】　

①
玉
村
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変

更
内
容　

高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
北

地
区
、上
茂
木
・
南
玉
地
区（
※

１
）に
つ
い
て
市
街
化
調
整
区
域

か
ら
市
街
化
区
域
へ
編
入
、上
福

島
地
区（
※
２
）に
つ
い
て
市
街
化

区
域
か
ら
市
街
化
調
整
区
域
へ

編
入（
逆
線
引
き
）

※
１　

町
道
の
位
置
変
更
に
伴
い
、

区
域
区
分
界
の
位
置
が
ず
れ
た

場
所
に
つ
い
て
市
街
化
区
域
へ

編
入

※
２　

堤
防
の
位
置
変
更
に
伴
い
、

河
川
敷
に
な
っ
た
場
所
に
つ
い

て
市
街
化
調
整
区
域
へ
編
入

②
玉
村
都
市
計
画
工
業
団
地
造
成

事
業
の
決
定

内
容　

高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ

北
地
区
に
つ
い
て
工
業
団
地
造

成
事
業
を
決
定

問
い
合
わ
せ
先　

県
都
市
計
画
課

☎
０
２
７（
２
２
６
）３
６
５
６

【
町
原
案
】

①
玉
村
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

内
容　

高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ

北
地
区
、
上
茂
木
・
南
玉
地
区

に
つ
い
て
用
途
地
域
を
指
定
、

上
福
島
地
区
に
つ
い
て
用
途
地

域
を
廃
止

②
玉
村
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

内
容　

高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ

北
地
区
に
つ
い
て
地
区
計
画
を

指
定

③
玉
村
都
市
計
画
道
路
の
変
更

内
容　

都
市
計
画
道
路
滝
川
通
り

線
に
つ
い
て
一
部
廃
止

問
い
合
わ
せ
先　

町
都
市
建
設
課

☎
（
64
）
７
７
０
７

閲
覧
期
間　

10
月
11
日
（
金
）
〜

10
月
25
日
（
金
）　

※
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く

時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分

場
所　

玉
村
町
都
市
建
設
課

※
県
原
案
は
県
都
市
計
画
課
・
伊

勢
崎
土
木
事
務
所
で
も
閲
覧
で

き
ま
す
。

公
聴
会
の
開
催

日
時　

11
月
13
日
（
水
）

　

午
前
10
時
〜

場
所　

役
場
３
階　

大
会
議
室

※
公
聴
会
の
傍
聴
希
望
者
は
直
接

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
公
述
人
が
い
な
い
場
合
、公
聴
会

は
開
催
さ
れ
ま
せ
ん
。開
催
の
有

無
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
公
述
申
出
書
の
提
出
方
法

　

公
聴
会
で
意
見
の
発
表
を
希
望

す
る
人
は
、
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
職
業
・
電
話
番
号
・
都
市
計

画
の
原
案
に
つ
い
て
の
利
害
関
係

お
よ
び
意
見
の
要
旨
（
４
０
０
字

以
内
）
を
記
入
し
た
「
公
述
申
出

書
」
（
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
）
を
、

直
接
ご
持
参
い
た
だ
く
か
、
ま
た

は
郵
送
で
、
県
原
案
は
県
知
事
あ

て
、
町
原
案
は
町
長
あ
て
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
同
じ
趣
旨
の
意

見
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
県
知
事

ま
た
は
町
長
が
公
述
人
を
選
定
し
、

本
人
に
通
知
し
ま
す
。

提
出
先　

○
県
原
案　

〒
３
７
１
―
８
５
７

０
（
住
所
不
要
）
群
馬
県
都
市

計
画
課　

○
町
原
案　

〒
３
７
０
―
１
１

９
２
（
住
所
不
要
）
玉
村
町
都

市
建
設
課

締
切
日　

10
月
25
日
（
金
）
必
着

都
市
建
設
課　

☎
（
64
）
７
７
０
７

地　区　名

高崎玉村スマート
ＩＣ北地区

上茂木・南玉地区

上福島地区

◯

―

―

◯

―

―

面　積

約20.7ha

約0.02ha

約0.8ha

区 域 区 分
用 途 地 域

変更前 変更後
市街化調整区域

無指定
市街化調整区域

無指定
市街化区域

第二種中高層
住居専用地域
第一種住居地域

市街化区域
工業専用地域
市街化区域
第一種住居地域
市街化調整区域

無指定

地区計画 工業団地
造成事業

路　線　名
都市計画道路滝川通り線

内　容
一部廃止

対象地区・路線

内　容

都
市
計
画
の
原
案（
高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
北
地
区
、上
茂
木
・
南
玉
地
区
、上
福

島
地
区
、都
市
計
画
道
路
滝
川
通
り
線
）

の
閲
覧
と
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

都
市
計
画
の
原
案（
高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
北
地
区
、上
茂
木
・
南
玉
地
区
、上
福

島
地
区
、都
市
計
画
道
路
滝
川
通
り
線
）

の
閲
覧
と
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す

都
市
計
画
の
原
案（
高
崎
玉
村
ス
マ
ー
ト

Ｉ
Ｃ
北
地
区
、上
茂
木
・
南
玉
地
区
、上
福

島
地
区
、都
市
計
画
道
路
滝
川
通
り
線
）

の
閲
覧
と
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す


